
 議案第６号 

 

   かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す    

   る条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３０年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す    

   る条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平

成２９年かすみがうら市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１ ３７３，０００円 

２ ４２１，０００円 

３ ４７１，０００円 

４ ５３２，０００円 

５ ６０７，０００円 

６ ７０９，０００円 
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７ ８２９，０００円 

 第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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